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説明の内容
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1. マンションの管理適正化法及びマンション建替円滑化法の改
正概要

2. マンション管理適正化法

 管理計画認定制度

3. マンション建替円滑化法

 要除却認定対象の拡充

 要除却認定後のメリット

4. 県の取組

5. 国からの情報提供・相談窓口

6. 市からの情報提供
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背景・必要性
◆ 築40年以上のマンションは2021年末現在の116万戸から10年後には約2.2倍の249万戸、20年後には約3.7倍の425万戸とな
るなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込み

◆ 老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に
向けた取組の強化が喫緊の課題

法律の概要

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
円
滑
化
法
の
改
正

除却の必要性に係る認定対象の拡充 【令和３年１２月２０日施行】

マンションの再生の円滑化の推進

【令和2年6月16日成立、6月24日公布】

除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、以下を追加
①外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション等
・4/5以上の同意によりマンション敷地売却を可能に
・建替時の容積率特例

②バリアフリー性能が確保されていないマンション等
・建替時の容積率特例

（建物の傷みが著しく外壁の剥落等が生じた事例）

団地における敷地分割制度の創設 【令和４年４月１日施行】

上記①等の要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の
４／５以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設

敷地分割により要除却認定
マンションの売却・建替えを
円滑化

要除却認定マンション

国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

地方公共団体によるマンション管理適正化の推進 【令和４年４月１日施行】

マンション管理の適正化の推進マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
の
改
正

国による基本方針の策定 【令和３年９月２８日公布、令和４年４月１日施行】

地方公共団体※による以下の措置を講じる
○マンション管理適正化推進計画制度 ･･･基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を

定める計画を作成（任意）

○管理適正化のための指導・助言等･･･管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等

○管理計画認定制度･･･マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は適切な管理計画を有するマンションを認定

※事務主体は市・区（市・区以外は都道府県）

国土交通省資料より

１．マンションの管理適正化法及びマンション建替円滑化法の改正概要



２．マンション管理適正化法

管理計画認定制度とは

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンショ
ン管理適正化推進計画を定めた地方公共団体から「適切な管理
計画を持つマンション」として、認定を受けることができる
制度

長期修繕計画、修繕積立金 等について

一定の基準を満たすことが条件

市 → 市
町村→ 県

国土交通省資料より
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創設
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２．マンション管理適正化法

管理計画の認定を受けるメリット

メリット
１

メリット
２

メリット
３

メリット
４

• 認定制度を通じて、区分所有者の管理への意識が高く保たれ、マンション
の管理適正化が推進される。

管理水準の維持向上につながる

• 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される

• 立地している地域価値の維持向上に繋がる

市場においての評価等につながる

• 「フラット35」は当初５年間について年0.25％の引き下げ

• 「共用部分リフォーム融資」は全期間について年0.2％の引き下げ

住宅金融支援機構の「フラット３５」「マンション共用部分リフォー
ム融資」の金利引き下げ措置

• マンションの管理組合が行う修繕積立金の計画的な積立てや、保管・運用
をサポートするため、住宅金融支援機構が発行している債券

• 令和５年度募集分より上乗せ

住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率を上乗せ

メリット
５ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置



6国土交通省資料より

２．マンション管理適正化法（管理計画の認定を受けるメリット）

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
創設



7

<認定を受けたマンション一覧>

※神奈川県HPより

２．マンション管理適正化法

神奈川県の管理計画認定制度

１ 令和４年４月から管理計画認定制度を開始

「マンション管理適正化推進計画※１」を令和４年３月に策定
令和４年４月から管理計画認定の申請受付を開始。

対象は町村部に立地するマンション
※１：住生活基本計画の一部として策定

２ 申請手数料は無料

• 「マンション管理適正化推進計画※１」を令和４年３月に策定。
令和４年４月から管理計画認定の申請受付を開始。

• 対象は町村部に立地するマンション

※１：住生活基本計画の一部として策定

• 認定制度の開始から3年間※２は申請手数料は無料

※２：4年目からの手数料は、普及状況等を踏まえて検討します。



8国土交通省資料より

２．マンション管理適正化法

県内市の計画策定と管理計画認定制度開始の状況

管理適正化推進計画を策定済み
（認定制度の申請を受付開始）

【９自治体】

神奈川県（町村）
横浜市 川崎市 相模原市 平塚市
小田原市 逗子市 秦野市 厚木市

管理適正化推進計画を将来的に
策定する自治体
（将来的に認定制度を開始）

【10自治体】

横須賀市 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市
三浦市 大和市 伊勢原市 海老名市
座間市 綾瀬市

 管理適正化推進計画を作成した地域において、マンション
の管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体か
ら適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けるこ
とができる。

 神奈川県内の地方自治体の管理適正化推進計画策定状況
は以下のとおり（令和５年11月時点）

詳細は各市役所にお問い合わせください。
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 サービスを利用することによりスムーズな認定の取得が期待されます。

 申請する地方公共団体によっては、当該支援サービスで発行される「事
前確認適合証」が必須となる場合があります。

国土交通省資料より

２．マンション管理適正化法

管理計画認定手続支援サービス（申請前の事前確認サービス）

（公財）マンション管理センターによる管理計画の認定基準への適合状況
を事前確認（独自基準を除く）するサービス

創設



敷地売却事業（適用拡大）
マンション敷地売却組合設立の認可

３．マンション建替円滑化法 対象拡充
一部創設

管理者等
除却の必要性に

係る認定
（対象拡充）

容積率緩和の特例の許可（適用拡大）

団地における敷地分割事業（創設）
マンション敷地分割組合設立の認可

…申請
…特定行政庁
…県（町村部）または 市

要除却認定を受けるマンション※の対象
※認定を受けたマンションは除却の努力義務が課され、除却に向けた指導・助言を受ける対象になる。

• 改正前は、要除却認定されるマンションは「耐震性不足」のみ→法改正により対象拡充

要除却認定後のメリット
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建替え前のマンションの状態 容積率緩
和の特例

マンション
敷地売却事業

団地における
敷地分割事業

耐震性が不足している 〇 〇 〇

火災に対する安全性が不足
している

〇 〇 〇

外壁等の剥落により周辺に
危害を生ずるおそれがある 〇 〇 〇

給排水管の腐食等について
その改修が著しく困難で、衛
生上有害となるおそれがある

〇 ― ―

バリアフリー基準に適合して
いない

〇 ― ―

国土交通省資料より

(1)要除却認定対象の拡充

３．マンション建替円滑化法

要除却認定対象の拡充 対象拡充



① マンション敷地売却事業（適用拡大）

区分所有者の4/5以上の賛成でマンションとその敷地を売却できる制度
※認定のないマンションを売却する場合は、区分所有者全員の同意が必要

② 容積率緩和の特例許可（適用拡大）

建替え後のマンションが「一定の敷地面積を有し、市街地環境整備・改
善に資する」と認められる場合に、特定行政庁の許可を受けることで容
積率が緩和される
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(2)要除却認定後のメリット

③団地における敷地分割事業（創設）

団地型マンションの場合、団地を敷地分割して敷地の一部を売却する際は、
区分所有者全員の同意が必要ですが、特定要除却認定を受けると、

区分所有者の4/5以上の合意で、敷地分割を行うことが可能になります。

国土交通省資料より

３．マンション建替円滑化法

要除却認定後のメリット 一部創設
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３．マンション建替円滑化法

マンション再生手法の決議要件



４．県の取組

アドバイザー派遣制度

あなたのマンションに、マンション管理士等の
資格を持つアドバイザーを無料で派遣※１します。

今年度※2の申し込みは令和６年２月28日まで
受け付けています。

※1 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市は対象外のため、

各市の相談窓口等にお問い合わせください。

※2 来年度も実施予定です。
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【QRコード】



管理組合交流会

管理組合運営の様々な問題について、マンション
管理の専門家からアドバイスを受けながら、参加
者同士で問題を共有し、情報を交換する場として、
交流会を開催します。

４．県の取組
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日 時 場 所

第１回 令和６年１月27日（土） 逗子文化プラザ 市民
交流センター

第２回 令和６年２月24日（土） 小田原合同庁舎

詳細は県ホームページをご覧ください。

【QRコード】
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５．国からの情報提供・相談窓口

国のマンションポータルサイト
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５．国からの情報提供・相談窓口

マンション管理・建替え等の無料相談窓口
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５．国からの情報提供・相談窓口

マンション管理計画認定制度の無料相談窓口
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６．市からの情報提供

相模原市からの情報提供

＜相模原市内マンション向け＞
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６．市からの情報提供

相模原市からの情報提供

＜相模原市内マンション向け＞
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６．市からの情報提供

横須賀市からの情報提供

＜横須賀市内マンション向け＞
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６．市からの情報提供

横須賀市からの情報提供

＜横須賀市内マンション向け＞



ご清聴ありがとうございました。
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